
次に掲げる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員を募集します。 

 

１ 募集期間  

  ２０２５年（令和７年）１１月２１日から２０２５年（令和７年）１２月５日まで 

２ 任用期間 

２０２６年（令和８年）１月９日から２０２６年 （令和８年）３月３１日まで 

（契約更新の可能性あり。ただし、勤務実績、業務の進捗状況、職員の配置の必要性な

どにより総合的に判断します。） 

３ 募集職務、募集人数及び募集要件 

職務名 募集人数 募集要件 

介護保険訪問

調査業務 

１人 次のいずれかに該当する人で、普通自動車運転免許を持ち、

パソコン操作ができる人 

（１）介護保険認定調査員として実務経験がある人 

（２）都道府県が行う認定調査員研修（新規研修）を修了し 

た人 

４ 応募資格 

上記３の表の募集要件を満たす人 

なお、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれかに該当する

人は、応募できません。 

(1) 禁錮又は拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

(2) 福山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人  

※外国籍の人も受験できますが、在留資格において就労等が制限されている場合には、活

動が認められる在留資格の範囲内の職務でなければ任用されません。 

なお、試験に合格した際には、在留カード等の写しを提出していただきます。 

５ 主な業務内容及び勤務条件 

(1) 業務内容  要介護認定に係る訪問調査業務、その配属された所属において必要と認

める業務 

(2) 勤務場所  福山市役所本庁舎介護保険課 

(3) 勤務時間  原則、月曜日から金曜日の９時００分～１６時００分（休憩１時間） 

        時間外勤務 なし 

(4) 報酬額等  報酬額 日額 ８，４７０円（予定） 

※このほか、通勤手当などの諸手当をそれぞれの条件によって支給します。 

（ただし、条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによ

ります。）  



(5) 休 暇 等  年次有給休暇、特別休暇、病気休暇などの制度があります。  

(6) 社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険の制度が適用となります。 

公務災害、通勤災害については、福山市の議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の対象になります。 

６ 申込書類（※提出された書類は、返却しません。） 

所定の申込書により申し込んでください。 

「介護保険認定調査員としての実務経験がある方」は、勤務先の証明書（任意）また

は現在使用している介護保険認定調査員証などのコピーを提出してください。「都道府

県が行う認定調査員研修を修了した方」は、修了書のコピーを提出してください。普通

自動車等の運転免許証については、申込書の免許・資格等の欄に免許番号等を記入して

ください（運転免許証の写しの添付は、不要です。）。 

７ 申込受付 必要書類を福山市役所本庁舎３階介護保険課まで持参してください。 

その際、リポート試験用の用紙をお渡しします。 

○ 申込み・問合せ先 

 〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号  

福山市保健福祉局 長寿社会応援部 介護保険課 

電話（０８４）９２８－１１８１ 

○ 持参の場合の受付時間 ８時３０分から１７時１５分まで 

（土・日曜日・祝日を除く。） 

８ 選考試験 

(1) 試験内容  面接及び筆記試験 

        ※筆記試験は８００字程度のレポート試験になります。レポートは面接

時に持参していただきます。 

(2) 日時・場所 別途お知らせします。（※受験者用の駐車場はありません。）  

※受験票などの送付はしません。 

９ 合格発表  合否については、電話で通知します。 

（なお、電話でのお問合せにはお答えできません。） 


